
FCP 標準制度に関する勉強会 

ＪＡＳ制度・水産エコラベルについて 議事概要 
 
日時：平成 29 年 11 月 24 日（金） 14:00～17:15 
場所：中央合同庁舎４号館 12 階 第 1219-1221 会議室 
参加者：27 事業者・団体 計 30 名 
議事次第： 

１．開会挨拶 
２．「新たなＪＡＳの活用方法について」 食料産業局食品製造課食品規格室 船田規格専門官 
３．「水産エコラベルをめぐる状況について」        水産庁漁政部企画課 浜辺係員 
４．グループディスカッション 

論点１「水産エコラベルの消費者に向けた普及と選択につなげる取組について」 

論点２「水産エコラベルの流通加工事業者への普及・連携方策について」 

５．閉会挨拶 
 
議事概要： 

FCP 標準制度に関する勉強会では、「新たな JAS の活用方法について」、「水産エコラベルをめぐ

る状況について」、それぞれ担当職員より説明した後、水産エコラベルの普及に向けた今後の取組

について、２つの論点で参加者に議論していただき、グループ毎に発表を行った。発表では、次の

ような意見があった。 
 
【論点１】水産エコラベルの消費者に向けた普及と選択につなげる取組について 

・認知度の向上のために、メディアを活用する。例えばさかなクンや有名なタレント、ゆるキャラ

を活用して、ＴＶや広告などに取り上げてもらう。 

・食育で持続可能な漁業/養殖業の大切さを、子どもの頃から意識づける。 

・パッケージに漁業の現状や社会貢献について直接表示する。 

・「この商品を購入すると、持続可能な漁業/養殖業を行っている生産者へ○○円還元されます。」

といった具体的な社会貢献について記載する。 

・エコラベル付きの商品を買った消費者に賞品が当たるエコポイントの仕組みや、エコ減税といっ

た仕組みにする。 

 
【論点２】水産エコラベルの流通加工事業者への普及・連携方策について 

・小売は消費者に売れる商材を仕入れるので、まず消費者がエコラベル商品を求めることが必要。 

・事業者に持続可能な漁業/養殖業への取組を義務づける。 

・市場や漁協など、関係者が必要な認証を取得するインセンティブとして補助金などを活用する。 

・認証取得のメリットを明確化するため、優良事例の紹介や表彰制度を設立する。 

・大手水産加工事業者が主導して、業界全体に取組を促す。 

・水産物輸出につながるとアピールすると同時に、国際標準となるような取組を急ぐ。 

・外食事業者が取り扱うと流通も取り扱わざるをえない。 

・法人減税やＥＳＧ格付け指数等を活用して、事業者へのメリットを付与する。 



新たなＪＡＳの活用方法について 

農林水産省 
食料産業局食品製造課 

食品規格室 

平成29年11月 



１ JASの機能とビジネスにおける活用の方向 

２ 今後のJAS規格・認証の展開方向 

（参考）新たなＪＡＳ規格の活用イメージ 

目  次 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○　海外市場では、価値観や文化、商慣行が異なる者同士が取引を円滑にするた　めに、標準・認証を活用して、取引上必要な情報や信頼を担保している。○　さらに、各国とも、規格を戦略的に制定・活用しており、自国に有利に働く　規格の国際標準化も推進している。○　このため、我が国も、輸出力強化に当たっては、我が国の強みのアピールに　つながる規格を定め、国際標準化を進めていくことが重要。○　一方、日本の食品や農林水産品に関する標準・認証制度としてはＪＡＳ制度　があるが、現在の制度では産品の「品質」以外の規格が定められないため、成　分や性状等では表せないような産品の特色や、事業者の能力などのアピールに　はつながらないものとなっている。



   
  １ JASの機能とビジネスにおける活用の方向 



ＪＡＳとは（Japanese Agricultural Standard） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

しろしょうゆ 

○ 食品・農林水産分野において農林水産大臣が定める国家規格 
○ 伝統的には、国内市場に出回る食品・農林水産品の品質や仕様を一定の範囲・水準に揃えるための基準 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

集成材 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

有機農産物 
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接着性能：はく離率10%以下      
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量：0.3～ 

           4.2mg/L 
曲がり・反り・ねじれ：1mm/m以下 
含 水 率 ：15%以下 
                 など 

・種まき又は植え付けの前２年以
上、禁止された農薬や化学肥料
を使用しない 
・ほ場に周辺から使用禁止資材が
飛来し、又は流入しないように必
要な措置を講じている 
・遺伝子組換え技術を使用しない 
                 など 

※色が薄く、色をつけずに料理に風
味をつけることが可能 

色度：46番以上 
     (独特の淡い琥珀色)      
無塩可溶性固形分(エキス分)： 
   特級‥16％以上 
   上級‥13％以上 
   標準‥10％以上   など 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○　海外市場では、価値観や文化、商慣行が異なる者同士が取引を円滑にするた　めに、標準・認証を活用して、取引上必要な情報や信頼を担保している。○　さらに、各国とも、規格を戦略的に制定・活用しており、自国に有利に働く　規格の国際標準化も推進している。○　このため、我が国も、輸出力強化に当たっては、我が国の強みのアピールに　つながる規格を定め、国際標準化を進めていくことが重要。○　一方、日本の食品や農林水産品に関する標準・認証制度としてはＪＡＳ制度　があるが、現在の制度では産品の「品質」以外の規格が定められないため、成　分や性状等では表せないような産品の特色や、事業者の能力などのアピールに　はつながらないものとなっている。



食品表示、建築基準などでは、ＪＡＳ規格適合
を求める規制も。 

社会におけるＪＡＳ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

公共調達 

○ 国内における影響力と信頼性は高く、社会経済システムにも浸透 
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規制 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

金融 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

補助金 

丸大豆しょうゆ 
しょうゆの「超特選」、「特選」
等の表示をする場合は、しょ
うゆのJAS製品であることが
前提（食品表示基準） 

新築又は改修にJAS認証の
県産材を使用すること（地域
県産材利用住宅補助金：Ｂ
県等) 

有機JAS認証を取得してい
る事業者に、設備資金及び
運転資金を低利融資   
(地方銀行Ａ) 

自衛隊非常食、学校給食、公共建築工事など
では、ＪＡＳ規格適合が調達基準に。 

JAS認証木材使用者に対する住宅建築補助 
 など 

JAS認証事業者に対する優遇金利の適用など 

JAS規格に適
合する食材の
購入を行うこと
（学校給食
用食材納入
規程） 

非常用糧食は
JAS規格に適
合すること(自衛
隊糧食通則) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

国際規格・海外規格 

 林産物のJAS規格は、 
 国際規格であるISO規格に引用。 
 韓国、インドネシア等の国家規格に同内容が規定。 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○　海外市場では、価値観や文化、商慣行が異なる者同士が取引を円滑にするた　めに、標準・認証を活用して、取引上必要な情報や信頼を担保している。○　さらに、各国とも、規格を戦略的に制定・活用しており、自国に有利に働く　規格の国際標準化も推進している。○　このため、我が国も、輸出力強化に当たっては、我が国の強みのアピールに　つながる規格を定め、国際標準化を進めていくことが重要。○　一方、日本の食品や農林水産品に関する標準・認証制度としてはＪＡＳ制度　があるが、現在の制度では産品の「品質」以外の規格が定められないため、成　分や性状等では表せないような産品の特色や、事業者の能力などのアピールに　はつながらないものとなっている。



ビジネスにおけるＪＡＳ 

○ サプライヤーの品質管理の基準に、バイヤーの調達の基準に活用されるほか、商談では、サプライヤーは説
明や証明の後ろ盾として、バイヤーは確かなものであることの判断材料として活用 

○ 特に海外取引では、JASの活用により、海外のバイヤーに馴染みのない日本の産品、技術、取組であって
も、客観的で説得力のある説明・証明、信頼の獲得が容易に 
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【海外取引におけるJAS規格・認証の活用例】 

タイの取引先に｢食用植物油脂のJAS規格｣の内
容を示しながら認証取得を説明し、品質の高さと
管理技術の確かさについて信頼を獲得（食品メー
カーＡ） 

海外取引において、原料に用いている醤油が「しょ
うゆのJAS規格」の認証品であることを説明し、蒲
焼のタレの品質の高さについて説明（食品メーカー
Ｂ） 

香港の高級食料品スーパーとの取引において、
｢生産情報公表JAS規格｣の認証を取得している
ことが契約の決め手に（農業者Ｃ） 

タイの日系法人が、日本品質をタイ国内向けにア
ピールするため、「ハム類・ベーコン類・ソーセージの
JAS規格」の認証を取得し、販売（食品メーカー
Ｄ) 

台湾、中国、韓国及び東南アジア諸国では、「しょ
うゆのJAS規格」が日本ブランドとして人気であるた
め、認証を取得し、輸出（食品メーカーＥ） 

台湾では、高品質である「りんごストレートピュア
ジュースのJAS規格」 の認証を取得した製品が高
評価。輸出量も大幅増（農協Ｆ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

商談の手段として活用 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JASのブランド力を活用 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○　海外市場では、価値観や文化、商慣行が異なる者同士が取引を円滑にするた　めに、標準・認証を活用して、取引上必要な情報や信頼を担保している。○　さらに、各国とも、規格を戦略的に制定・活用しており、自国に有利に働く　規格の国際標準化も推進している。○　このため、我が国も、輸出力強化に当たっては、我が国の強みのアピールに　つながる規格を定め、国際標準化を進めていくことが重要。○　一方、日本の食品や農林水産品に関する標準・認証制度としてはＪＡＳ制度　があるが、現在の制度では産品の「品質」以外の規格が定められないため、成　分や性状等では表せないような産品の特色や、事業者の能力などのアピールに　はつながらないものとなっている。



ビジネスにおける規格・認証の戦略的な制定・活用① 
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○ 規格・認証の活用は、事業者の競争力の強化にとって重要・有効なツール 
〇 他方、事業者の競争力を更に強化するためには、他者が定めた既存の規格（ルール）に合わせるだけで
なく、自ら新たな規格（ルール）を定め、自らに有利な競争環境を整備することが重要かつ有効 

乳等省令をベースとした「乳酸菌飲料」の国際規格の制定 

 海外では認知度が低く、生活必需品である他の乳製品と
異なり、高率の付加価値税が課される清涼飲料水に分類
される例も存在 

発酵乳 

発酵乳 

濃縮発酵乳 

フレーバード発酵乳 

乳酸菌飲料 

 他の乳製品と同様の軽減税率区分へ変更を促すには、各
国が食品分類決定の際に参照するコーデックス規格に、
「発酵乳」の一類型として位置付けることが効果的。 

 コーデックス規格化の結果、乳酸菌飲料の認知が確立。
イタリアなどでは食品分類の変更により、税率が低減。 



ビジネスにおける規格・認証の戦略的な制定・活用② 

規 

格 

 
 
 

 国際規格（IEC62552－３：2007） 
   
（試験条件） 
  扉開閉を行わない 
  水などの負荷は投入しない 
  周囲温度は１条件（25℃±1℃） など。     
                         
 

 
 
 

 国際規格（ＩＥＣ62552-３：2015）   
 
（試験条件） 
  扉開閉を行う 
  水などの負荷を投入する 
  周囲温度は2条件（32℃±0.5℃及び

16℃±0.5℃）   など                          
                        
   
 

日本提案
により改正  
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冷蔵庫カタログ 
日本製B  欧州製A  EU-A  

Catalogue 
JAPANーB  

Energy 
consumption 

Energy 
consumption 消費電力 消費電力 ＜ ＞ 

ECO !! 省エネ !! 

ＪＩＳをベースとした「省エネ性能」の評価方法の国際規格の制定 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○　このため、これまでのＪＡＳ制度のあり方を見直し、我が国の強みのアピー　ルにつながる多様なＪＡＳ規格の制定や、ＪＡＳ規格を足掛かりとした国際標　準化への対応力強化を進める。○　ＪＡＳ規格の対象範囲を、現行の産品の品質だけでなく、産品の生産行程、　分析・評価方法、事業者の生産・流通管理の方式等にも拡大し、多様な規格を　戦略的に制定・活用できるようにしていきたいと考えている。○　また、訴求している内容が分かりやすくなるように、マークの見直しも行い　たいと考えている。○　こうした仕組みを戦略的に活用できる対応力を強化するため、人材育成など　も進め、ＪＡＳ規格を足掛かりとした国際規格の制定などにつなげ、我が国の　競争力強化に寄与していきたいと考えている。



8 

JASの 
海外での 
浸透・定着 

Codex規格 
※ コーデックス委員会（FAOと

WHOによって設立された政府
間組織） 

※ 全会一致により規格化 
※ 包括的な製品規格が中心 

ISO規格 
※ 国際標準化機構（各国の代
表的標準化機関からなる組織） 

※ 多数決により規格化 
※ 製品規格のほか、マネージメント
システム規格、試験分析規格な
ど多様 

JAS規格 

○ JASについても、競争力の更なる強化に向け、事業者や団体、産地や地域が自ら規格を定め、国内外との
ビジネスにおいて活用。当該JAS規格・認証の国際化を併せて進め、我が国に有利な競争環境を整備 

○ 国際化を見据えて、ＪＡＳ規格・認証を戦略的に制定・活用することが重要。 

GFSI 
承認規格 

※世界食品安全イニシアティブ： 
 国際展開する食品企業からなる民
間組織 
～国際的な大手小売との取引では取

得が条件化～ 

JFS ASIA 
GAP 

FSSC 
22000 

GLOBAL 
G.A.P. 

グローバルなＪＡＳの展開 

国際的に通用するものを
積極的に取り込み 

 規格にあっていることを示して 
  説明や証明を容易に 
 自らの「強み」を規格化して 
  アピールに活用 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○　海外市場では、価値観や文化、商慣行が異なる者同士が取引を円滑にするた　めに、標準・認証を活用して、取引上必要な情報や信頼を担保している。○　さらに、各国とも、規格を戦略的に制定・活用しており、自国に有利に働く　規格の国際標準化も推進している。○　このため、我が国も、輸出力強化に当たっては、我が国の強みのアピールに　つながる規格を定め、国際標準化を進めていくことが重要。○　一方、日本の食品や農林水産品に関する標準・認証制度としてはＪＡＳ制度　があるが、現在の制度では産品の「品質」以外の規格が定められないため、成　分や性状等では表せないような産品の特色や、事業者の能力などのアピールに　はつながらないものとなっている。



新たなＪＡＳ制度のポイント 

○ これまでのJASは、①全国的に出回る食品・農林水産品の品質や仕様を対象に、②国が主導し、国内業
界全体のコンセンサスを得て規格を定めてきたところ 

○ これからのJASは、ビジネスにおいて戦略的に制定・活用し得るよう、①特定の事業者・地域のモノやサービ
スなども対象にするとともに、②民間提案に応じ弾力的な手続により規格を定めていく枠組へ転換 
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【これまでのＪＡＳ】 【 新たなＪＡＳ 】 

○品質・仕様の平準化 
   （粗悪品の排除） 

○国内市場 

○Ｂ to Ｃ ＋ B  to  B 

○全国 

○品質・仕様 

○生産・製造業者 
 

〇品質管理担当者 

○役所主導 

国内市場＋海外市場も視野、国際化も指向 

Ｂ to Ｃ ＋ Ｂ to B 
全国＋特定の地域、特定の事業者 

品質・仕様＋プロセス、サービス、マネジメント、こだわり、ものがたり… 

生産・製造 
＋流通、物流、資材、試験研究ほか、フードチェーンに関わる方々 

品質管理＋商品開発、営業、マーケティングの担当者、経営者 

民間主導（民間からの提案を規格化） 

品質・仕様の平準化、 
＋取引の効率化・円滑化、事業者や地域の差別化・ブランド化 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○　海外市場では、価値観や文化、商慣行が異なる者同士が取引を円滑にするた　めに、標準・認証を活用して、取引上必要な情報や信頼を担保している。○　さらに、各国とも、規格を戦略的に制定・活用しており、自国に有利に働く　規格の国際標準化も推進している。○　このため、我が国も、輸出力強化に当たっては、我が国の強みのアピールに　つながる規格を定め、国際標準化を進めていくことが重要。○　一方、日本の食品や農林水産品に関する標準・認証制度としてはＪＡＳ制度　があるが、現在の制度では産品の「品質」以外の規格が定められないため、成　分や性状等では表せないような産品の特色や、事業者の能力などのアピールに　はつながらないものとなっている。



   
  ２ 今後のJAS規格・認証の展開方向 



  強みのアピールにつながる多様なＪＡＳ規格の制定 

○ 新たなJASでは、強みのアピールにつながる多様な規格を戦略的に制定・活用し得るよう、モノの品質だけでなく、
モノの生産方法、試験方法、事業者による取扱方法など、多様な規格を制定可能。 

伝統製法の
抹茶 

通常の茶葉
の粉末茶 

「本物」を 
類似品と差別化 

 例えば、伝統的な抹茶をアピール
するため、我が国では一般的な製法
を規格化 

  

 例えば、鮮度をアピールするため、定
温保管・輸送方式を規格化。能力を有
する事業者を認証 

適切な保管・輸送方式 

○ ○ い ち ご ○ ○ い ち ご 

認証事業者が扱うので「新鮮」と 
アピール可能に 

Fresh！ 

モノの生産方法の規格 
  一般的な方法により生産される産品の
基準 

事業者による取扱方法の規格 
  一定の方法により生産、保管・輸送、販
売等を行う事業者の基準 

モノに関する試験方法の規格 
  特定の成分などの測定、分析方法を公
定化するもの 

 

モノの品質の規格 
  一定の原材料、成分等を満たす産品
の基準 
  例えば、ビーガン向け
に、動物性原料を含
まないことを規格化 

 

生鮮品など品質が変化するもの、ノウハウなどのオープンにできない
秘伝や営業秘密が絡むものにも規格を活用したアピールの途。 

高野豆腐 

  

寒締めほうれんそう 

低    機能性成分    高 

統一的な測定方法 

自らの産品や技術の優位性を 
根拠を示してアピール 

例えば、機能性成分を多く含むことを
アピールするため、成分の統一的な
測定方法を規格化。 

 客観的に 
比較可能！ 

ほうれんそう  



対象 内容（例） JASマーク 

産品 

品質・仕様 特定の原材料、成分等の農林水産品・食品の規格 
産品に 
表示可 生産プロセス 

流通プロセス 
特定の栽培法・製法で生産された農林水産品・食
品の規格 など 

事業者 

産品の 
取扱方法 

事業者による特定の栽培管理や飼養管理、品質・
衛生管理、保管・輸送管理、販売管理、料理の調
理や提供方法の規格 など 
官能評価員など、技量・力量に関する規格 など 

事業者の広
告に表示可 

経営管理 
方法 

事業者による労務管理、社会貢献に関する規格 な
ど 

⑤試験方法 成分の測定方法・DNA分析方法の規格 など 試験証明書
に表示可 

⑥用語 ①～⑤に関する用語の定義 ― 

ＪＡＳ制度において定められる規格とＪＡＳマーク 

○ JASは、①産品の品質・仕様だけでなく、②産品の生産・流通プロセス、③事業者による産品の取扱方法、
④事業者の経営管理の方法、⑤産品の試験方法、⑥これらに関する用語など、多様な規格を制定可能 

○ 規格に適合していれば、その内容が一見して分かるJASマークの表示が可能 
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○×運輸   

鮮度便 

鮮度維持！ 

登録試験所A 
証明書 

 α含有量 1   

 

 

 

① 

② 

③ 

④ 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○　海外市場では、価値観や文化、商慣行が異なる者同士が取引を円滑にするた　めに、標準・認証を活用して、取引上必要な情報や信頼を担保している。○　さらに、各国とも、規格を戦略的に制定・活用しており、自国に有利に働く　規格の国際標準化も推進している。○　このため、我が国も、輸出力強化に当たっては、我が国の強みのアピールに　つながる規格を定め、国際標準化を進めていくことが重要。○　一方、日本の食品や農林水産品に関する標準・認証制度としてはＪＡＳ制度　があるが、現在の制度では産品の「品質」以外の規格が定められないため、成　分や性状等では表せないような産品の特色や、事業者の能力などのアピールに　はつながらないものとなっている。



事業者・産地の提案によるＪＡＳ規格の制定 
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○ JASについては、ビジネスにおいて戦略的に活用したい事業者・団体、産地・地域からの提案を受けて規格
化する枠組みを整備 

○ 農林水産省及び(独)農林水産消費安全技術センター（通称：FAMIC）の相談窓口がサポートするほ 
か、予算措置により規格制定の支援を実施 

規格化の事前相談 
 
 
 
 

 事業者・団体、産地、地域の提案を受けて規格を制定。既存の民間規格のスキームオーナーからの提案
も可。 

 規格の制定に向け、案件ごとに、事業者・団体や産地・地域、自治体、研究機関、学識経験者等に加え、
農林水産省の各関係部局やFAMICからなる官民連携の体制で対応。 

 規格の検討の初期段階から国際化を視野。 

官民連携の体制で対応 

基本戦略の設定 
 目標の設定 
 検討の進め方（活
用する国際的枠組、
支持層作りを含む） 

など 

規格原案の作成 
 技術的データの収集 
 関係者間の調整 
 日英両語による規
格案作成 

など 

JAS規格化 

国際化 

規格化が 
適当な場合 

窓口： 
 ・ 農林水産省食料産
業局JAS室 

 ・ (独)農林水産消費
安全技術センター 

※ 国際化対応がない
場合もあり得る  規格原案の作成に向け、予算措置の活用も可能 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
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ＪＡＳ規格制定の流れ 
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廃案 

廃案 

【JAS規格の制定・見直しの基準】 
①社会・経済の基礎・基盤としての機能、業全体の競争力の強化、新
市場の創出などの公益性がある 

②規定内容が十分であり、規定水準が妥当である 
③利害関係者との意見調整が十分行われている 
④関係する知的財産所有者がいる場合、その者との調整が行われている 
⑤農林水産政策の目的に適合している 
などを満たす場合に、JAS規格として制定。 

①当該産品・技術の国際的なポジション（日本独自・先
行か後発か）や規格化の目的（平準化か差別化か
など）に応じた有意な内容・水準に設定され、かつ、 

②「JAS規格の制定・見直しの基準」 (※)を満たす蓋然
性が高い場合に、 

規格化に向けたプロジェクトチームの立上げをサポート 



今後のＪＡＳ規格・認証のあり方イメージ 

○ 今後のJASについては、その認証取得が海外市場も含め訴求力の高いものとなるよう、平準化のツールとしてだけではなく、差
別化のツールとしても活用。具体的な基準は、平準化か差別化かといった規格の目的に応じ、有意な内容・水準に設定し、
維持管理。 

○ 既存のJAS規格についても、こうした方向に即して見直し。 

産品・技術の 
国際的な 
ポジション 

JAS規格化の目的・効果 定めるJAS規格の 
内容・水準 備考 

海外への訴求力 

日本独自 
日本先行 

差別化 ◎ 
① 性能評価方法 ✔ 機能性成分の試験方法 

②相当程度明確な特色があるものとして、特
定のもののみが実現可能な内容・水準 

平準化 ○～◎ 
③ 商品・事業者一般が満たすべき標準的な内
容・水準 

※③未満の内容・水準では制定しない 
✔ 災害食 
✔ 事業者向け品質JAS規格 

日本後発 
差別化 ○～◎ ④ 相当程度明確な特色があるものとして、特

定のもののみが実現可能な内容・水準 

平準化 △～○ ⑤ 国際的に平均的な内容・水準 
※⑤未満の内容・水準では制定しない ✔ 木質ペレット 

当該産品・技術の国際的なポジションと規格化の目的に応じて有意な内容・水準（①～⑤）に設定。 
JAS法の目的に適い、業全体の競争力の強化、社会経済への波及等の公益性が認められる場合にJAS規格として制定。 

 定める規格の内容・水準は、一般的に、性能評価方法規格よりも製品規格の方が、製品へのマーク表示が可能なため訴求力は高くなる一方、技術流出のリスクが高
いほか、規格化に向けた関係者の調整が難航する可能性大。 
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ＪＡＳ規格・認証の国際化戦略イメージ 

○ JAS規格・認証の国際化に当たっては、その目的によって費用対効果の高い枠組み・方法を選択することが重要。 
○ 当該モノ・技術について共通の「モノサシ」を作り自らの優位性を発揮したい場合や、当該モノ・技術を一般化し市場全体を
拡大したい場合には、国際規格の制定を指向。この場合、製品規格にあっては、地域性が大きい、代替性が高く互換性の問
題が小さいという農林水産品・食品の特性を踏まえれば、生産・流通がグローバルに行われるものでなければ馴染みにくい。 

○ 日本の独自性を強調したい場合には、他国との調整が必須となる国際規格の制定よりも、JASそのもののプレゼンスを高め
JAS認証を活用。ただし、性能評価方法にあっては、国際規格を制定し共通の「モノサシ」とすることが有効。 

影響力 

ユニバーサル（平準化） 日本独自（差別化） 

Ｃｏｄｅｘ 

ＩＳＯ 

ＪＡＳ 
   ✔伝統的・本格的な抹茶（例）  

JAS認証の露出強化 
認証機関の権威向上 

規格・認証の目的と活用
すべき枠組の関係イメージ 

当面 
アジアを重視 

✔ 機能性成分の試験方法 
✔ 災害食 

プレゼンス向上を図る 

（✔ 乳酸菌飲料） 
日本独自の価値・ルールを普及・浸透 

【 日本ブランド 】 
 日本のモノ・技術の独自性をアピールしたい
場合 

 他国から干渉されたくない場合 

世界共通の価値・ルールを具現化 
 当該モノ・技術について国際的な共通の「モノサシ」を作り、自らの
優位性を発揮したい場合（性能評価方法など） 

 当該モノ・技術を国際的に一般化し市場全体を拡大したい場合
（生産・流通がグローバルに行われるもの） 
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 （参考）新たなＪＡＳ規格の活用イメージ 



強みのアピールにつなげるアイデア①（品質） 

○ 特有の品質を効果的に伝えるため、JAS規格を制定 
○ 特定の原材料の使用・不使用を内容として標準品との差別化も可能 
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Codex規格 
 

 グルテン含有量 
 汚染防止措置 
 表示  

JAS規格 
 

 グルテン含有量 
 汚染防止措置 
 表示  

海外の評価基準に適合 

 海外を中心にグルテンフリー食品が人気。 
 グルテンフリー食品の国際規格（Codex規格）をJAS規格化し、認証取得。 
 海外市場における評価に直結。 

●グルテン含有量の低い食品であることをアピールしたい場合 

日本語のため 
取り組みが容易 

翻 訳 

高野豆腐 おせんべい 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
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強みのアピールにつなげるアイデア②（プロセス） 

○ こだわりの作り方、独特の使い方などを効果的に伝えるため、JAS規格を制定 
○ 商品の品質を規格にするだけでは表現しきれない特長をアピール可能 
○ 出荷後に品質の変化する商品であっても、特長を効果的に表現 

「本物」を類似品と差別化 

●伝統的な抹茶をアピールしたい場合 

特有の製法
を規格化 

通常の茶葉を
粉末にしたもの 
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海外で抹茶人気が高まる中、質の悪い茶葉を粉末にしただけの粉茶も抹茶として流通。 
日本の伝統的な製法（日光を遮って育てた茶葉を用い専用炉と臼で製造）をJAS規
格化。 
「本物」として認証を取得し、異なる製法の類似品と差別化。 

 

プレゼンター
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○ サービスの質の高さを効果的に伝えるため、JAS規格を制定 
○ モノだけでなく、提供するサービスについてもアピール可能 

強みのアピールにつなげるアイデア③（取扱方法） 

●「和食」を提供できることをアピールしたい場合 

「和食」の魅力の訴求が可能に 

 多様で新鮮な食材と素材の味わいの活用 
地域に根ざした多様な食材の活用、素材の味わいを活かす方法による調理
など 

 バランスがよく、健康的な食生活 
一汁三菜メニュー、うま味の活用や動物性油脂を低減した料理の提供など 

 自然の美しさの表現 
食事の場での季節感の表現（つまもののあしらい、季節にあった器の利用）
など 

 年中行事との関わり 
祭りや行事に関連した料理の提供など 

「和食」に関する規格のイメージ 

日本の「食」は、訪日観光客の最も主要な旅行目的になるなど、興味関心が高いところ。 
日本の伝統的な食文化である「和食」の特徴を規格化し、認証取得。食材、調理、も
てなしなど「和食」の魅力を体験できることをアピール。 
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強みのアピールにつなげるアイデア④（取扱方法） 
 
○ 事業者の生産や流通の方式などをJAS規格化し、認証を取得 
〇 その能力を有する者として優位性をアピール。取引における事業者選択の目安にも 
〇 さらに、こうした能力を有する者が取り扱う産品も一定の管理がなされていることをアピール可能 
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認証による差別化 
業界全体の能力向上 

取り扱い産品も鮮度
保持をアピール可能 

 販売  農協  仲卸 農家   物流 

○ ○ い ち ご ○ ○ い ち ご 

          農家 農協 物流② 物流③ 物流① 

 農協  仲卸 グループ認証 グループ認証 

●鮮度の高さをアピールしたい場合 

鮮度を維持する定温保管・輸送方式をJAS規格化し、能力を有する者として認証を
取得。 
保管・輸送能力を差別化し、取引先へのアピール力が向上。 
認証事業者が扱う産品についても、鮮度が維持されていることをアピール可能に。 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○　海外市場では、価値観や文化、商慣行が異なる者同士が取引を円滑にするた　めに、標準・認証を活用して、取引上必要な情報や信頼を担保している。○　さらに、各国とも、規格を戦略的に制定・活用しており、自国に有利に働く　規格の国際標準化も推進している。○　このため、我が国も、輸出力強化に当たっては、我が国の強みのアピールに　つながる規格を定め、国際標準化を進めていくことが重要。○　一方、日本の食品や農林水産品に関する標準・認証制度としてはＪＡＳ制度　があるが、現在の制度では産品の「品質」以外の規格が定められないため、成　分や性状等では表せないような産品の特色や、事業者の能力などのアピールに　はつながらないものとなっている。



強みのアピールにつなげるアイデア⑤（経営管理） 

● 環境に配慮した企業活動をアピールしたい場合 

企業の社会責任は、信頼や期待を集める上で近時増々重要。 
環境に配慮した経営管理の基準をJAS規格化し、実践している企業として認証を取得。 
環境配慮企業であることのアピール力が高まり、企業イメージ・ブランド価値が向上。 

企業イメージ・企業価値が向上！ 

 環境に配慮した原料の使用、商品の調達 
 エネルギーの節減、再生可能エネルギーの使用 
 物流効率の向上 
 廃棄物の適正な処理、利用       等 

環境に配慮した経営管理規格イメージ 

○ CSRなどの取組や経営管理を効果的に伝えるため、JAS規格を制定 
〇 モノやサービスに直接かかわるものだけでなく、経営の理念・ポリシー・取組がアピールが可能に。企業価値の
向上も 

22 



強みのアピールにつなげるアイデア⑥（要員能力） 
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○ 専門的な知識や技術を効果的に普及するため、JAS規格を利用可能。 
○ 第三者認証を組み入れ、能力を有する者の優位性を保証。個人の能力についてもアピール可能。 

海外において日本茶に関心が集まる一方、日本茶の知識や技術を有する人材はわずか。 
日本茶の専門家に必要な知識や技術をＪＡＳ規格化し、国内外の能力を有する者が
認証を取得。 
正しい日本茶を普及することで、海外市場における販売拡大に寄与。 

●日本茶の知識や技術を普及したい場合 

知 識 技 術 

茶鑑定 歴 史 栽培・製造 茶業概要 

利 用 科 学 品質審査 

【規格内容イメージ】 

インストラク
ション 

認
証 筆記試験 実技試験 

日本茶普及を後押し 
市場拡大に寄与 



試験方法規格とは 

○ 製品の優劣を客観的に比較するためには、その性能評価方法（試験方法）を揃えることが必要 

日本車 米国車 欧州車 

２０ ㎞／Ｌ 燃
費 ２０ ㎞／Ｌ ２０ ㎞／Ｌ 

JC08モード LA#4モード NEDCモード 
24 

試
験
方
法 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○　海外市場では、価値観や文化、商慣行が異なる者同士が取引を円滑にするた　めに、標準・認証を活用して、取引上必要な情報や信頼を担保している。○　さらに、各国とも、規格を戦略的に制定・活用しており、自国に有利に働く　規格の国際標準化も推進している。○　このため、我が国も、輸出力強化に当たっては、我が国の強みのアピールに　つながる規格を定め、国際標準化を進めていくことが重要。○　一方、日本の食品や農林水産品に関する標準・認証制度としてはＪＡＳ制度　があるが、現在の制度では産品の「品質」以外の規格が定められないため、成　分や性状等では表せないような産品の特色や、事業者の能力などのアピールに　はつながらないものとなっている。



試験方法規格の戦略的な活用 

規 

格 

○ 性能評価方法（試験方法）の規格化（公定化）を戦略的に行うことにより、自社の優位性を発揮 

 
 
 

 国際規格（IEC62552－３：2007） 
   
（試験条件） 
  扉開閉を行わない 
  水などの負荷は投入しない 
  周囲温度は１条件（25℃±1℃） など。     
                         
 

 
 
 

 国際規格（ＩＥＣ62552-３：2015）   
 
（試験条件） 
  扉開閉を行う 
  水などの負荷を投入する 
  周囲温度は2条件（32℃±0.5℃及び

16℃±0.5℃）   など                          
                        
   
 

日本提案
により改正  
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冷蔵庫カタログ 
日本製B  欧州製A  EU-A  

Catalogue 
JAPANーB  

Energy 
consumption 

Energy 
consumption 消費電力 消費電力 ＜ ＞ 

ECO !! 省エネ !! 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○　このため、これまでのＪＡＳ制度のあり方を見直し、我が国の強みのアピー　ルにつながる多様なＪＡＳ規格の制定や、ＪＡＳ規格を足掛かりとした国際標　準化への対応力強化を進める。○　ＪＡＳ規格の対象範囲を、現行の産品の品質だけでなく、産品の生産行程、　分析・評価方法、事業者の生産・流通管理の方式等にも拡大し、多様な規格を　戦略的に制定・活用できるようにしていきたいと考えている。○　また、訴求している内容が分かりやすくなるように、マークの見直しも行い　たいと考えている。○　こうした仕組みを戦略的に活用できる対応力を強化するため、人材育成など　も進め、ＪＡＳ規格を足掛かりとした国際規格の制定などにつなげ、我が国の　競争力強化に寄与していきたいと考えている。



強みのアピールにつなげるアイデア⑦（試験方法） 

○ 食品・農林水産品についても、その優位性の証明につながるような成分の測定方法やDNAの分析方法な
どをJAS規格化（公定化） 

○ 時間が経つと品質の変化が大きい生鮮品や生産にノウハウなどの営業秘密や産地の秘伝の絡む産品など
についても、優位性の客観的なアピールが可能に 

 我が国事業者が養殖魚の魚臭さを抑える独自の養殖方法を開発・工夫。 
 魚臭さ成分の統一的な測定・分析方法の確立・規格化により、魚臭さがないことを客観的に証明し、
養殖技術の高さをアピール。 

一般養殖 

１ 1０ 

養殖技術の高さをアピール 
「 天然物と遜色なし ! 」 「 安定供給を実現 !! 」 

天然 
独自の 
養殖方法 

魚臭さ成分α 
測定方法 

●養殖技術の高さをアピール  

登録試験所A 
証明書 

 α含有量 

 

 

1 

農林水産大臣の登録を
受けたISO基準を満たす
試験所の測定結果 

1 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○　このため、これまでのＪＡＳ制度のあり方を見直し、我が国の強みのアピー　ルにつながる多様なＪＡＳ規格の制定や、ＪＡＳ規格を足掛かりとした国際標　準化への対応力強化を進める。○　ＪＡＳ規格の対象範囲を、現行の産品の品質だけでなく、産品の生産行程、　分析・評価方法、事業者の生産・流通管理の方式等にも拡大し、多様な規格を　戦略的に制定・活用できるようにしていきたいと考えている。○　また、訴求している内容が分かりやすくなるように、マークの見直しも行い　たいと考えている。○　こうした仕組みを戦略的に活用できる対応力を強化するため、人材育成など　も進め、ＪＡＳ規格を足掛かりとした国際規格の制定などにつなげ、我が国の　競争力強化に寄与していきたいと考えている。



強みのアピールにつなげるアイデア⑧（試験方法） 

○ 食品・農林水産品の試験方法規格を活用し、食品関連製品やサービスのアピールも可能 

● エチレン吸着素材の性能をアピール 

 果物の熟度は、他の果物から発生するエチレンにより
進行。 
 熟度の指標となるショ糖量や硬度などの測定方法を
規格化し、エチレン吸着素材の性能を間接的に証明。 

エチレン吸着 
素材 

エチレン エチレン エチレン エチレン 

時間経過 

熟度が進まないことを示して 
エチレン吸着性能の高さをアピール 

● 鮮度保持輸送・保管の能力をアピール 

 魚の鮮度の保持は、取り扱う者の管理が重要。 
 鮮度の指標となるK値の測定方法を規格化し、
魚の輸送・保管能力を間接的に証明。 

輸 送 

証明書 
  ショ糖量 
    硬度 

 
16 
10 

証明書 
  ショ糖量 
    硬度 

 
16 
10 

証明書 

    K値 

 

10 

証明書 

    K値 

 

10 

鮮度が変わらないことを示して 
輸送・保管能力の高さをアピール 

登録試験所の
証明書 

登録試験所の
証明書 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○　このため、これまでのＪＡＳ制度のあり方を見直し、我が国の強みのアピー　ルにつながる多様なＪＡＳ規格の制定や、ＪＡＳ規格を足掛かりとした国際標　準化への対応力強化を進める。○　ＪＡＳ規格の対象範囲を、現行の産品の品質だけでなく、産品の生産行程、　分析・評価方法、事業者の生産・流通管理の方式等にも拡大し、多様な規格を　戦略的に制定・活用できるようにしていきたいと考えている。○　また、訴求している内容が分かりやすくなるように、マークの見直しも行い　たいと考えている。○　こうした仕組みを戦略的に活用できる対応力を強化するため、人材育成など　も進め、ＪＡＳ規格を足掛かりとした国際規格の制定などにつなげ、我が国の　競争力強化に寄与していきたいと考えている。
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農林水産省食料産業局食品製造課食品規格室 
 

 室長 松本 
 担当 田中、加集、岡田   
 

     TEL：０３－６７４４－７１８２ 
jas_soudan@maff.go.jp 

ご相談・お問い合わせ先 

（独）農林水産消費安全技術センター 
         規格検査部商品調査課  

 

 課長 牟田 
 担当 山内、横田、藤田 
   

     TEL：０５０－３７９７－１８４６ 
      shohin_mailbox@nm.famic.go.jp 

mailto:syuichi_tanaka370@maff.go.jp
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ご相談・お問い合わせ先（各地域） 

（北海道）札幌センター  規格検査課 
     TEL：０５０－３７９７－１７６０ 
 

（東北）仙台センター 規格検査課 
     TEL：０５０－３７９７－１８９０ 
 

（関東）横浜事務所 規格検査課 
     TEL：０５０－３７９７－１８８０ 
 

（中部・北陸）名古屋センター 規格検査課  
     TEL：０５０－３７９７－１８９８ 
 

（近畿・中四国）神戸センター 規格検査課 
     TEL：０５０－３７９７－１９０９ 
 

（九州・沖縄）福岡センター 規格検査課 
     TEL：０５０－３７９７－１９２５ 



水産エコラベルをめぐる状況について

平成30年１月



１．水産エコラベルとは

２．世界の状況

３．日本における水産エコラベルの取組



水 産 エ コ ラ ベ ル と は

＜背景＞

○ 1995年にFAOが「責任ある漁業のための行動規範」を採択。

○ FAO（国連食糧農業機関）が、海面漁業における水産エコラ

ベルの認証スキームの国際的なガイドラインを2005年に策

定（2009年に改訂）。

○ 2011年に養殖業及び内水面漁業に関する認証スキームの国

際的なガイドラインを策定。

⇒世界中で水産エコラベル認証スキームが誕生

＜種類＞

１ 生産段階認証（漁業認証/養殖認証）

２ 流通加工段階認証（CoC（Chain of Custody）認証）

生産から流通・加工・小売の各流通加工段階において、認証を取得し

た事業者の取引のつながりによって、認証された水産物を消費者のもと

へ確実に届くことを担保。

 水産エコラベルは、生態系や資源の持続性に配慮した方法で漁獲・生産された水産物に対して、消
費者が選択的に購入できるよう商品にラベルを貼付する認証スキームのこと。

３



水 産 エ コ ラ ベ ル と は （ C o C 認 証 に つ い て ）

漁業者 流通業者 加工業者 小売店
消費者

CoC認証

■Chain of Custody（CoC）のイメージ

CoC認証 CoC認証漁業認証

※CoC認証において、ＭＥＬ、ＭＳＣともに、
同じ認証の水産物同士の混合については、認められている。

○ ＭＳＣ漁業認証

基本的に世界中のどのような漁業も審査対象。
データの少ない小規模漁業向けの審査方法も
ある。

○ ＭＥＬ漁業認証

日本をはじめとするアジアの多様な魚種・漁法に対応
（複数の魚種を同時に漁獲する漁法など）

 持続可能で環境に配慮していると認証された漁業から生産された水産物（認証水産物）が、流通・加
工の過程において非認証水産物と混ざることなく消費者に届くようにすることを目的とした認証。

 水産エコラベルが貼付された商品は、認証された漁業から生産され、流通～製造・加工～販売の全
ての過程において、CoC認証を取得した事業者により、きちんと分別管理して取り扱われた商品とい
える。

※認証された遠洋かつお・まぐろ漁業により漁獲された
認証水産物が、実際に国内の小売店で販売されている例。

４



2 0 2 0 年 東 京 オ リ ン ピ ッ ク ・ パ ラ リ ン ピ ッ ク 競 技 大 会 に お け る
持 続 可 能 性 に 配 慮 し た 水 産 物 の 調 達 基 準 （ 概 要 ）

サプライヤー（ケータリング事業者等）

＜国産優先＞
（国内農業の振興とそれを通じた農村の多面的
な機能の発揮等への貢献を考慮）

主要な原材料である水産物が本
基準を満たすものを、可能な限り
優先的に調達

＜要件＞

① 漁獲又は生産が、FAOの「責任ある漁業のための行動規

範」や漁業関係法令等に照らして、適切に行われていること。

② 【天然水産物】科学的な情報を踏まえ、計画的に水産資源
の管理が行われ、生態系の保全に配慮されている漁業に
よって漁獲されていること。

③ 【養殖水産物】科学的な情報を踏まえ、計画的な漁場環境
の維持・改善により生態系の保全に配慮するとともに、食
材の安全を確保するための適切な措置が講じられている
養殖業によって生産されていること。

④ 作業者の労働安全を確保するため、漁獲又は生産に当た
り、関係法令等に照らして適切な措置が講じられている
こと。

（生鮮食品）

加工

（海外産で、上記要件の①～④の確認が困難な場合）

組織委員会が認める持続可能性に資する取組に基づき漁獲また
は生産され、トレーサビリティが確保されているものを優先

＜国産を優先的に選択＞
（国内水産業の振興とそれを通じた漁業・漁村の多
面的な機能の発揮等への貢献を考慮）

（要件①～④を満たすことを示す方法）
ア MEL、MSC、AEL、ASC、

FAOのガイドラインに準拠したも

のとして組織委員会が認める認証

スキーム

イ 資源管理に関する計画であって、

行政機関による確認を受けたもの

に基づいて行われている漁業かつ

要件④について確認

ウ 漁場環境の維持・改善に関する計

画であって、行政機関による確認を

受けたものにより管理されている養

殖かつ要件④について確認

エ 認証取得を目指した改善計画に

よるものを含め、要件①～④を

満たすことを確認

（加工食品）

５



持 続 可 能 な 開 発 目 標 （ Ｓ Ｄ Ｇ ｓ ） に つ い て

 持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals：SDGs）は、2015年９月に国連で採択された
「持続可能な開発のための2030アジェンダ」の中に位置づけられた、17のゴールと169のターゲットか
ら構成される、国際社会全体の普遍的な目標。

SDGsの14番目には「Life below water」として、「持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、
持続可能な形で利用する」ことが、記載されている。

日本においても、2016年12月に「持続可能な開発目標実施指針」が決定。

６



Ｓ Ｄ Ｇ ｓ （ １ ４ L i f e  b e l o w  w a t e r )

７



持 続 可 能 な 水 産 物 と は

「持続可能な水産物」に関する世界的に合意された定義は
存在していない。

学術的には国際サステナビリティ学会において、
「サステナビリティ学とは、気象変動や生物多様性・生態系
サービスの劣化など、世界が抱える複雑で長期的な問題に対
して、俯瞰的・統合的アプローチで取り組み、人間活動と
自然環境が調和した持続的社会の構築を目指すための学術
体系である」としており確立しているものと考えられるが、
水産物に特定されたものではない。

「持続可能な水産物」を国際的に受け入れられるよう表現する
なら「現在および将来の世代にわたって最適利用が出来る様
資源が維持されている水産物」が妥当と思われる。

（一社）マリン・エコラベル・ジャパン協議会資料より

８



水 産 エ コ ラ ベ ル 誕 生 の 経 緯 ①

９

・1972年 国連人間環境会議（ストックホルム会議）において「人間環境宣言」採択
地球環境の保全と開発・成長のバランスを目指すことが確認された。

・1982年 国連海洋法条約採択
生物資源の保存及び利用等について規定。発効1994年、日本の批准1996年。

・1992年5月 責任ある漁業に関する国際会議（カンクン会議）
国際的に合意された漁業資源の保存措置等を害するような無秩序・無責任な操業（便宜置籍、規制違反等）が問題化していること

を踏まえ、ＦＡＯに「責任ある漁業のための行動規範」づくりを要請。

・1992年6月 国連環境開発会議 （地球サミット）
・「生物多様性条約」への署名
・「アジェンダ２１」採択（責任ある漁業の励行－持続可能な海洋生物資源の利用と保存）

エコラベルが、持続可能で環境への負荷の少ない経済社会を構築するために有効な手段として国際的に認識された。（第４章）

・1995年 第２８回 FAO総会において「責任ある漁業のための行動規範」採択
環境と調和した持続的な水産資源の利用や生態系の保全に関する理念、基本原則が示されている。

→水産資源の管理や生態系保全等の行動規範を具体化する水産エコラベルについて、検討が始まった。

・<日本> 1996年 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律 成立

・1997年 MSC （海洋管理協議会） 設立、MSC認証を旗揚げ。
環境NGOのWWFとユニリーバ社（英）に支援されて設立された非営利団体。 持続可能で適切に管理され、生態系に配慮した漁業に

関する水産エコラベル認証。第１号認証は2000年。

→ヨーロッパでは行政も産業も敏感に反応し、水産エコレベル認証の独自基準作りが開始された。



水 産 エ コ ラ ベ ル 誕 生 の 経 緯 ②

・<日本> 2001年 水産基本法 成立
水産物の安定供給の確保と水産業の健全な発展を理念とする法律。水産資源の適切な保存及び管理についても記載。

・2005年 FAO水産委員会において「海洋漁業からの漁獲物と水産物のエコラベルの
ためのガイドライン」採択（2009年改訂）

－3つの原則－
①科学的根拠に基づいた客観的な方法による漁業審査
②透明な認証プロセス
③漁業の管理体制、対象魚種の持続可能性・生態系の３つの要素に基づいた基準

・<日本> 2007年 大日本水産会内に「マリン・エコラベル・ジャパン協議会」設立

・<日本> 2008年 生物多様性基本法 成立
生物多様性の保全と持続可能な利用に関する施策を推進。

・2010年ASC（水産養殖管理協議会）設立、ASC認証を旗揚げ。

・2012年 ロンドンオリンピック・パラリンピック開催
飲食提供の基本戦略の中で食材の調達基準を規定。MSCの認証水産物等が選手村で提供された。

・2015年 国連において「持続可能な開発のための2030アジェンダ」採択
先進国と開発途上国が共に取り組むべき国際社会全体の普遍的な目標。持続可能な開発目標（SDGs）として17のゴールが設定。

・2016年 リオデジャネイロオリンピック・パラリンピック開催
飲食提供の基本戦略等において食材の調達基準を規定。MSCやASCの認証水産物等が選手村で提供された。 11



Ｆ Ａ Ｏ の 「 責 任 あ る 漁 業 の た め の 行 動 規 範 」

• 国際的に合意された漁業資源の保存措置等を害するような無秩序・無責任な操業（便宜置籍、規制

違反等）の問題化を受けて、1992年5月に「責任ある漁業に関する国際会議（カンクン会議）」が開催

され、ＦＡＯに「責任ある漁業のための行動規範」の策定を要請。

• 同年11月、ＦＡＯ理事会において、ＦＡＯによる行動規範の策定を承認。

• 1995年10月、ＦＡＯ総会において、「責任ある漁業のための行動規範」を承認。

【目 的】 漁業の重要性を認識し、資源の持続的利用の促進のための責任ある漁業体制を確立。

【主要項目】 ・一般原則（乱獲及び過剰漁獲能力の防止、科学的根拠に基づく管理など）

・漁業管理（資源の持続的利用のための措置の採択、関係国の協力、データの収集など）

・漁業操業（旗国による操業許可等の記録、適切な漁具・漁法の利用など）

・養殖（適切な餌料、餌料添加物、薬品の使用、遺伝的多様性の保全など）

・貿易及び漁獲魚処理（資源の保存・管理措置への合致など）

（１）策定の経緯

（２）規範の概要

 環境や次世代の人類にも配慮した水産資源の持続的開発と利用を漁業者及び漁業に関係する
国々が自ら責任を持って実現する漁業の体制を確立するための行動規範。

 法的拘束力のない宣言的、プログラム規定的な規範。

10



 生態系や資源の持続性に配慮した方法で漁獲・生産された水産物へのエコラベル付与に関し、認証
の基準や手続き等を標準化するための指針。

 「海洋漁獲漁業からの水産物のエコラベリングのためのガイドライン」（2005年策定、2009年改訂）

 「養殖認証に関する技術的ガイドライン」（2011年策定）

Ｆ Ａ Ｏ の 「 水 産 エ コ ラ ベ ル ガ イ ド ラ イ ン 」

【主な内容】

※このほか、流通加工段階で、非認証水産物の混入や混在が生じないことが確保されていることを認証する
流通加工段階認証（CoC認証）も、ガイドラインに記述されている。

2. 水産エコラベル認証基準

漁業については、関係する国際協定（国連海洋法条約、ＦＡＯの
行動規範）等と整合しており、①適切な漁業管理、②認証対象と
なる水産資源の利用状況、③生態系への影響評価について基
準が設けられていること。

養殖業については、関係する国際協定（国際獣疫事務局（ＯＩＥ）
の定めた規格、ＦＡＯの行動規範、ＷＨＯ）等と整合しており、①
動物衛生及び福祉、②食品安全、③環境保全、④社会経済的
側面について基準が設けられていること。

（１）

（２）

1. 水産エコラベル認証スキーム

対象となる漁業・養殖業が、技術的・財政的能力があり、且つ中
立性・独立性のある第三者機関（認定機関及びこれにより認定
された認証機関）によって認証基準を遵守していることが認証さ
れるものであること。

ＷＴＯ／ＴＢＴ協定を遵守し、不必要な貿易制限を招いていない
こと。

（１）

（２）

12



２．世界の状況

１．水産エコラベルとは

３．日本における水産エコラベルの取組



水 産 エ コ ラ ベ ル の 乱 立

14



 欧米においてはMSC（Marine Stewardship Council）認証とFOS（Friend of the sea）認証が主要な水
産エコラベルとして認知されている。

 北欧や北米においてはMSC認証が普及している一方、南欧、地中海、アフリカ北部や東南・南アジ
アにおいてはFOS認証が普及している。

世 界 の 水 産 エ コ ラ ベ ル 認 証 取 得 状 況

MSC（Marine Stewardship Council）認証

イギリスに本部をおくMSC（海洋管理協議会）が運営する水産
エコラベル認証制度であり、1997年に創設。現在、世界におい
て329漁業が認証を取得しており、CoC認証を取得した企業は
4,095社にのぼる。（H29.12末時点）

イタリアに本部をおく環境NGOが運営する水産エコラベル認証制
度であり、2006年創設。漁業及び養殖業を認証しており、漁業につ
いては83漁業が認証を取得。CoC認証（漁業）を取得した企業は
481社。 （H28.3末時点）

主に北欧及び北米におい
て普及。アジア太平洋地
域にも拡大中。

南欧、北アフリカ及びア
ジアにおいて普及。

欧米の流通業者の動き

 ウォルマートにおいては、独自の水産物調達ポリシーを作成し、店内販売の
条件としており、MSCラベルやそれに準ずるラベルのあるものや、The
Sustainability Consortium（商品の持続可能性を促進する団体）の作成したプ

ログラム等、持続可能性に配慮されていることが担保されている商品でなけ
れば仕入れないとしている。

 ウォルマートに限らず、欧米の流通業者においては、概ね何らかの水産物調
達ポリシーを作成している。

FOS（Friend of the Sea）認証

15出典：水産エコラベル国際標準化有識者検討会議 資料を元に水産庁において加工



Ｇ Ｓ Ｓ Ｉ の 誕 生

 GSSI（Global Sustainable Seafood Initiative）とは、持続可能な水産物の普及を目的に2013年2月に設立された、水産関連企業、NGO、専
門家、政府及び政府間組織による地球規模の戦略的連合組織。国際的なプラットフォームとして、情報交換の促進や、 Global 
Benchmark Toolの開発及びこのツールに基づく各認証スキームの承認を行い、水産エコラベル認証スキームの信頼性確保と普及・改
善を目的としている。

 現在、50の企業がGSSIに財政的支援を行い、FAO等の8機関もGSSIの普及・推進に関わっている。（2017年11月時点。）

流
通
業
者

生
産
者

世界的な水産物
需要の高まり認

証
水
産
物

を
要
求

供給
消
費
者

 環境へ配慮された水産物の供給を強く要求
 独自の基準によるエコラベル又はエコガイドの使用・宣伝

環境保護団体

サプライチェーンにおける認証の問題

 エコラベルやエコガイドの乱立により、生産者、
流通業者及び消費者の混乱を招いている。

 複数のラベル等を取得せざるを得ない状況に
陥る可能性もあり、不必要にコストが増加する。

問
題
点

ＧＳＳIの設立

GSSIは、ドイツ政府の出資により設立されたドイツ国際協力公社（GIZ）、
国際的な水産関係企業17社及びNPO法人3社により2013年2月に設立

ＧＳＳＩのパートナー企業及び機関

16



Ｇ Ｓ Ｓ Ｉ 承 認 と は

 GSSI承認とは、国際規格であるFAOの「責任ある漁業のための行動規範」及びFAOの「エコラベル
ガイドライン」を具体化したGSSIの基準（Global Benchmark Tool）に適合していると認められること。

 ベンチマークの審査プロセスは、Global Benchmark Toolに基づき７段階で構成される。

Global Benchmark Toolについて

Global Benchmark Toolとは、国際規格であるFAOの責任ある漁業の
ための行動規範（CCFR）及びFAOのエコラベルガイドライン（海面漁
業、養殖業及び内水面漁業）を公平な基準として作成されたGSSIの
承認基準。作成にあたっては、FAOからも技術的なサポートを受けて
おり、あらゆる認証スキームは、これに基づいてGSSIから承認を受け

ることによって、国際規格を満たしている認証スキームであるとの世
界的な信頼を得ることができる。

１ 申請

２ 専門家による書面審査

３ 専門家による現地審査、仮報告書作成

４ ベンチマーク委員会による評価

５ パブリックコンサルテーション

６ GSSI運営委員会による承認

７ GSSIによるモニタリングや定期的な再評価

GSSIベンチマークプロセス（７段階）

A 認証スキームに関するガバナンス要求事項

B 認証スキームに関するマネジメント要求事項

C 養殖業認証の基準

D 漁業認証の基準

ベンチマーク基準は以下のA～Dの４つのフレームワー
クで構成され、それぞれにEssential Components（必須要
件）及びSupplementary Components（補足要件）がある。

ベンチマークフレームワーク

ＧＳＳＩの目標

2020年までに世界の30%の水産物がGSSI
によって承認された認証スキームにより認証
されたものにする。

17出典：水産エコラベル国際標準化有識者検討会議 資料



Ｇ Ｓ Ｓ Ｉ か ら 承 認 さ れ た ス キ ー ム

 2017年12月末現在、３つの漁業認証スキーム、１つの養殖認証スキームがGSSI承認されている。

18

※ MELは、漁業及び養殖認証スキームの両方を構築中。
（2017年12月末時点）



各 ス キ ー ム の 概 要

MEL認証（日本）MSC認証（英国） ASMI認証（アラスカ）

 ISEAL Allianceは、信頼できる持続可能性

基準のための国際的な会員制の協会。

 MSCは、ISEALの規範に合致した唯一の天

然魚漁獲漁業の第三者認証制度。

 2017年３月、GSSIから承認。

 一般的なISO型の第三者認証制度。

 2016年７月、GSSIから承認。

 一般的なISO型の第三者認証制度の形とな

るべくスキームを構築中。

19

※ IAFは国際的な認定機関の集まり。ここに加盟し、IAF MLAに署名している認定機関同士は同等

の認定能力を有すると国際的に認められ、認定された認証機関同士も同等の能力を持つと認めら
れる。

※



３．日本における水産エコラベルの取組

１．水産エコラベルとは

２．世界の状況



水 産 エ コ ラ ベ ル の 構 築 に 係 る 閣 議 決 定 等

○水産基本計画（平成29年４月28日閣議決定）

第２－Ⅰ－４－（１）
ウ 水産エコラベルの推進

我が国の水産物が持続可能資源であり、管理しつつ最大限活用することの重要性を消費者に理解してもらうためにも、
持続可能な漁業・養殖業由来であることを示すエコラベルの普及を、水産加工業者や流通業者等との連携を図りつつ
促進していく。この一環として主要資源の状況や資源管理の実施状況につき理解しやすい形で積極的に公表し、これに
より、漁業者がより高いレベルの資源管理に取り組むインセンティブを与える。

○未来投資戦略２０１７（平成29年６月９日閣議決定）

第２－Ⅲ－２－ⅱ）－④
・（中略）日本発のGAP認証、HACCPをベースとした食品安全管理規格認証及び水産エコラベル認証の仕組みに関し、普
及及び国際承認に向けた民間団体の取組や、国際標準の議論に参画できる人材育成体制整備を促進する。

○知的財産推進計画２０１７（平成29年５月知的財産戦略本部決定）

Ⅱ－１－（２）
（水産分野における国際標準化の推進）

・小規模で多様な漁業が多種多様な魚種を利用している我が国水産業の実態等に対応し、コスト面等で取り組みやす
い規格や認証の仕組みの構築と、その国際規格化に向けた取組等について官民が連携して推進し、輸出環境の整備
等を図る。

○輸出力強化戦略（平成28年５月農林水産業・地域の活力創造本部決定）

Ⅲ－第１－４－（３）
・日本発の国際的に通用する民間の規格・認証の仕組みの構築
◇ 水産エコラベル（平成29年度までにMELジャパン（マリン・エコラベル・ジャパン）の中に輸出向け水産物の認証ス
キームを構築することを目指す）

21



認 証 事 業 者 の 事 例 （ 資 源 管 理 の 取 組 ）

べにずわいがに漁業

スケトウダラ・サケ資源（幼稚魚）の保護の
ため、定置協会独自の取組みとして、開始
から6月まで箱網(魚取り部)の目合に「荒目」
を使用するとともに、幼魚の海中放流を実
施。

かにかごに9cmの脱出口を設置し、小型の
カニを保護。

定置網漁業

22

（一社）マリン・エコラベル・ジャパン協議会資料より



23

我 が 国 で 主 に 活 用 さ れ て い る 水 産 エ コ ラ ベ ル 認 証

※認証数は平成29年12月末現在の値（ASCについては、平成30年１月末現在）（水産庁調べ）。

MSC認証
イギリスのＭＳＣ（海洋管理

協議会）が運営する認証スキー

ム。世界では329漁業が認証

を取得。我が国ではホタテガイ

（北海道）、アカガレイ（京都

府）、カツオ及びビンナガ（宮

城県）の４漁業が認証を取得。

流通加工については138事業

者が認証を取得。

ASC認証
オランダのＡＳＣ（水産養殖

管理協議会）が運営する認証ス

キーム。対象魚種は、サケ、二

枚貝、ブリ、アワビ、海藻など

13種。世界では569養殖場が

認証を取得。我が国ではカキ

（宮城県）、ブリ（宮崎県、鹿

児島県）の3養殖業（9養殖場）

が認証を取得。流通加工につい

ては50事業者が認証を取得。

MEL認証

（一社）マリン・エコラベ

ル・ジャパン協議会が運営す

る認証スキーム。平成28年

12月に一般社団法人化。静

岡県駿河湾のサクラエビ漁業

など28漁業が認証を取得。

流通加工については53事業

者が認証を取得。

漁
業

AEL認証

（一社）日本食育者協会が

運営する認証スキーム。平成

26年2月設立。宮崎県のカ

ンパチ、鹿児島県のブリ、愛

媛県のマダイなど29養殖業

が認証を取得。流通加工につ

いては11事業者が認証を取

得。

海
外
の
認
証

我
が
国
の
認
証

養
殖
業



日 本 発 の 水 産 エ コ ラ ベ ル の 取 組 の 推 進 に つ い て

マリン・エコラベル・ジャパン（ＭＥ

Ｌ）は、 一般社団法人マリン・エコラ

ベル・ジャパン協議会がスキーム

オーナーとして策定・運営する、我

が国の資源管理の実態等を踏まえ

た規格・認証スキーム。

ＭＥＬは、FAOの水産エコラベル

ガイドラインに沿って、

① 「人」の管理

② 認証対象となる「資源」の管理

③ 「生態系」への配慮

の３本柱からなる要求事項を定め

ている。

水産資源情報の見える化
～ＳＨ“Ｕ”Ｎプロジェクト～

・漁業者から消費者まであらゆる方々

にとって一目で分かる資源情報等の

提供

・最新の科学的情報のデータベース化

による認証審査の透明化、迅速化

日本発の水産エコラベル認証

○ 漁業者による認証取得数

の増加

○ 流通加工事業者、外食、
ホテル等と連携し、店頭に
並ぶエコラベル商品数を
増加

○ 国際機関等と連携した国

際シンポジウムによる国

内外への発信

認知度向上に向けた取組

国

産

水

産

物

の

消

費

拡

大

海外との連携

○ 現在の主な輸出先である香港、米国に加え、今後、輸出を拡大し

ていくEU、アジア等の流通加工事業者によるMELの取扱数の増加。

○ 多様な漁業が多種多様な魚種を利用するといった特徴が類似し

ているアジア地域の漁業者によるMEL認証の取得。

 持続可能で環境に配慮された我が国水産物の販路拡大、消費の増加に向けて、小規模で多様な

漁業が多種多様な魚種を利用している我が国水産業の実態等に対応した水産エコラベル（ＭＥＬ）の

取組を推進。（2007年に開始、2017年12月現在:28件（漁業認証））

 ＭＥＬの認知度の向上に向けて、①認証取得数及び取扱商品数の増加、②国際シンポジウムなど、

イベント等による消費者等に対する啓発活動、③水産資源情報の見える化等の取組を推進。
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一 般 社 団 法 人 マ リ ン ・ エ コ ラ ベ ル ・ ジ ャ パ ン 協 議 会 組 織 体 制 図

事務局：業務の事務

顧問

認証機関（ＣＢ）
（公財）日本水産資源保
護協会（ＪＦＲＣＡ）

認定機関（ＡＢ）
（公財）日本適合性認定

協会（ＪＡＢ）

認定
=審査能力の評価

漁業者
流通加工事業者

認証
=漁業・製品の認証
規格へ適合性評価

一般社団法人マリン・エコラベル・ジャパン協議会（H28.12.2設立）
（スキームオーナー）

総 会：意思決定機関
正会員：２社
・（一社）大日本水産会
・全国漁業協同組合連合会

H29.10.3時点

理事会：業務執行機関
会 長 ： 垣添 直也（（一社）大日本水産会・相談役）

専務理事： 長岡 英典（（一社）大日本水産会・常務理事）
理 事 ： 伊藤 裕康（（一社）全国水産卸協会・会長）

早山 豊（全国水産物卸組合連合会・会長）
山下 潤 （日本かつお・まぐろ漁業協同組合・代表理事組合長）
永井 良和（全国水産物商業協同組合連合会・会長）
佐藤 忠則（北海道漁業協同組合連合会・代表理事副会長）
松本 哲 （日本生活協同組合連合会・生鮮原料事業推進室長）
大森 敏弘（全国漁業協同組合連合会・常務理事）
中平 博史（（一社）全国海水養魚協会・専務理事）

監 事 ： 吉田 光徳（（一社）日本トロール底魚協会・会長理事）
富岡 啓二（（一社）全国底曳網漁業連合会・会長理事）

評議員会

業務執行理事：１名、事務局長１名、事務局員：１～３名

委員会
又は
専門部会

スキーム文書
の提示

設置

（水産業界）長岡 英典（（一社）大日本水産会・常務理事）
（加工流通業界）中野 健一（全国水産物商業協同組合連
合会・専務理事）
（環境団体）宮本 俊和（（一社）自然資源保全協会・理事）
（消費者団体）山崎 初美（主婦連合会・環境部）
（学識経験者）黒倉 壽（東京大学大学院・特任教授）

漁業認証規格委員会

（水産業界）長岡 英典（（一社）大日本水産会・常務理事）
（学識経験者）佐野 元彦（東京海洋大学大学院・教授）
（加工流通業界）中野 健一（全国水産物商業協同組合連
合会・専務理事）
（環境団体）宮本 俊和（（一社）自然資源保全協会・理事）
（消費者団体）山崎 初美（主婦連合会・環境部）
（水産業界）中平 博史（（一社全国海水養魚協会））

養殖認証規格委員会

覚書

契約
又は
覚書

設
置

作業部会
漁業認証規格・ＣｏＣ認証規格

東京大学八木研究室 ほか

養殖認証規格
東京海洋大学 ほか 25



マ リ ン ・ エ コ ラ ベ ル ・ ジ ャ パ ン （ M E L ） の 国 際 標 準 化 イ メ ー ジ 図
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出典：東京大学 八木研究室

(公社)



各 ス キ ー ム の 比 較 表
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（ 参 考 ） 水 産 エ コ ラ ベ ル に 関 す る 統 計 （ 消 費 者 の 認 知 度 と 購 入 意 向 ）

平成28年度 農林水産情報交流ネットワーク事業 全国調査

食料・農業及び水産業に関する意識・意向調査（平成29年３月21日公表）

１ 消費者モニターに対する調査結果
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（ 参 考 ） 水 産 エ コ ラ ベ ル に 関 す る 統 計 （ 漁 業 者 の 認 知 度 と 取 得 意 向 ）

平成28年度 農林水産情報交流ネットワーク事業 全国調査 食料・農業及び水産業に関する意識・意向調査

（平成29年３月21日公表）

２ 漁業者モニターに対する調査結果

計 21.0%
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（ 参 考 ） 水 産 エ コ ラ ベ ル に 関 す る 統 計 （ 流 通 加 工 業 者 の 認 知 度 と 取 得 意 向 ）

平成28年度 農林水産情報交流ネットワーク事業 全国調査 食料・農業及び水産業に関する意識・意向調査

（平成29年３月21日公表）

３ 流通加工業者モニターに対する調査結果

計 31.1%
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